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第２章 中心市街地の位置と区域 

２-１ 位置  

（１） 位置設定の考え方                                                  

静岡市には、中心性を有する地区が２つ存在する。合併前の旧静岡市・旧清水市

の中心地がそれにあたり、それぞれ社会・経済・歴史・文化的に地域の中軸として

の役割を担ってきた。その２つの中心市街地は、現在も市全域の活性化を牽引して

いる。 

■静岡地区                                 

ＪＲ静岡駅や静鉄新静岡駅、呉服町通りや七間町通り、駿府城公園や静岡浅間神

社等を中心に形成されたエリア「静岡地区」は、徳川家康公が築いた駿府城下町を

基礎に形成され、駿府城(跡)に向かい格子状に連なる街区等、その骨格は現在も維

持されている。家康公によるまちづくりの恩恵と、地区を取り囲む地勢的特徴等に

よって、コンパクトに集約された市街地が形成されている。東海地方の要衝・中枢

として経済・社会活動を牽引する一大拠点であり、東は富士川から西は大井川まで

の広大な商圏を背景に、商業を軸とした〝商都〟として発展している。政治・行政・

経済・医療・教育・文化等の多様な高次都市機能が集積する広域的集客拠点である

とともに、東京～名古屋・大阪を結ぶ国土軸の中央に位置し、新幹線をはじめとし

た広域交通の結節点でもある。広く〝おまち〟と称され、市民に親しまれ愛されて

いる。 

このような静岡地区においては、商業を軸に、周辺市町も含めた広域にわたる地

域経済活動を牽引し、また多くの市民・来街者を招き入れ、その生活・文化の向上

を図ることが求められている。静岡地区の『持続的発展』を図ることによって、静

岡市のみならず、静岡県中部→静岡県県全域→東海地方にわたるまでの広域的発展

にも寄与するものと考えられることから、この静岡地区を中心市街地と位置付ける。 

 

■清水地区                                 

ＪＲ清水駅や静鉄新清水駅、清水駅西口商店街群、ウォーターフロント等を中心

に形成されたエリア「清水地区」は、東海道の宿場町（江尻宿）を礎に、県内唯一

の特定重要港湾である清水港を擁す〝港町〟として、港湾関連産業・海運（物流）

機能を軸に発展してきた。また、清水港から富士山を臨む景観等の地域資源を活か

した海洋文化・レクリエーションの拠点として、優れた観光機能を有すことから、

多くのヒト・モノが行き来している。旧清水市の中軸として地域商業・生活拠点機

能を有し、地域住民の利用に日々供されているが、近年は全体的活力の落ち込みが

見られる。 

このような清水地区においては、港などの地域資源を活かした観光を軸としたに

ぎわい創出を図り、清水地区の『再生』を図ることによって、地域及び静岡市全体

の発展にも寄与するものと考えられることから、この清水地区も中心市街地と位置

付ける。 
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   これらの異なる個性・魅力を活かし、また異なる課題克服に向け、静岡地区・

清水地区２つの中心市街地（以下「２地区」と呼称する）がそれぞれの役割を担

い、それらを連携・補完し合うことで、各地区単体では成し得ない相乗効果を発

現させ、全市的な活性化を目指す。言わば、静岡市の再興に向けた〝ツインエン

ジン〟として、２地区を一体の区域と捉え、活性化に集中的に取り組んでいく。 
 

２地区一体とした活性化の推進により、次のような効果の発現を見込む。 
 

●静岡地区の商業をはじめとした高度な都市機能を目的とした来街者が、清水
地区の観光機能をも利用するため、清水地区も訪れる 

●清水地区の観光を目的とした来街者が、静岡地区の商業をはじめとした高度
な都市機能をも利用するため、静岡地区も訪れる 

 

   また２地区は、公共交通「ＪＲ東海道線」及び「静岡鉄道」の鉄道２路線や、

国道１号を中心とした東西道路網で結ばれ、約 10 ㎞の距離を密接な交通ネット

ワークが繋いでいる。 
 
静岡鉄道は、日中の時間帯は概ね６～７分

間隔で運行し、２地区間（新静岡駅・日吉町

駅～新清水駅）を約20分で結んでいる。新

静岡駅～新清水駅を結ぶ全15駅が短い間隔

で立地しているため、沿線住民の日常の足と

して、２地区を小回り良く繋いでいる。２地

区間の乗降客数は、新静岡駅直結の商業施設

「新静岡センター」建替え時（Ｈ21・22）

には一時減少したが、Ｈ23「新静岡セノバ」 

リニューアルオープン後は順調に増加傾向にある。また、40年ぶりとなる車両

更新をＨ27から順次実施することで、２地区間をより快適・安全に回遊できる

ようになり、２地区の一体的な活性化の推進を図る下地がさらに強固となる。 
 

   ＪＲ東海道線は、静岡駅～清水駅を約10

分間で結び、短時間での移動が可能となって

いる。２地区間（静岡駅～清水駅）の往来数

（ＰＴ調査による推計値）は、Ｈ13・Ｈ24

とも上り（清水方面）・下り（静岡方面）の

いずれも同水準である。Ｈ13→Ｈ24で上

り・下りとも約400人増加し、対比112％

となっており、２地区の一体的な活性化の推

進を図ることで、さらなる利用者数の増加が

期待される。 

   

  

出典：第３回・第４回静岡中部都市圏パーソントリップ
調査を基に集計 

 出典：Ｈ14-26静岡市「静岡市統計書」 

 

【静岡鉄道 新静岡・日吉町-新清水間乗降客数】 

【ＪＲ静岡駅～清水駅間乗降客数（ＰＴ調査）】 
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（２） 位置図                                              

 本計画で活性化を推進する２地区の位置は、次のとおりである。 

 

 

 

２-２ 区域  

（１） 区域設定の考え方                                      

より効果的・建設的にまちづくりを推進するためには、社会・経済情勢に即した

対応を適宜図ることとしつつも、その根幹となる大きな方向性は、安易に揺らぐべ

きものではない。よって、これまでのまちづくり施策の継続性を保持し、また整備

済の都市機能を最大限に活用するため、２地区とも１-４「前計画（静岡地区・清

水地区）の検証」で記載した前計画区域（静岡地区250ha、清水地区140ha）を、

静岡市の『基本的な中心市街地の区域』と位置付ける。この『基本的な中心市街地

の区域』を踏まえた上で、本計画においては〝選択と集中〟の観点によって範囲を

絞り込み、新たな都市機能の整備やにぎわい創出等に向けた『計画期間内に事業を

重点投資する区域』として、本計画の区域を設定する。 

具体的には、次の区域370ha（静岡地区240ha、清水地区130 ha）を設定す

る。なお、同区域は、商業・業務・居住・福祉・交通等の多様な都市機能が、歩い

て巡ることができる範囲に集積しており、同区域におけるコンパクトシティの実現

を図ることで、まち全体の活性化に繋げられる区域である。 
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① 静岡地区                                
 
●次の主要拠点・エリアを含む区域とする。 

    ・静岡駅、新静岡駅 

・静岡駅北側の商店街・大型店・事業所・病院・学校・官公庁等が集積する

エリア 

    ・静岡駅南側の商店街・事業所等が集積するエリア 

    ・駿府城公園、常磐公園 

    ・静岡浅間神社 
     

●区域の境は、次の道路・町境等である。 

    【北側】（西から）宮ヶ崎町と井宮町の町境、宮ヶ崎町と大岩町の町境、宮

ヶ崎町と丸山町の町境、麻機街道線、長谷通り線、中町長谷通線、

静岡環状線 

    【東側】静岡環状線 

    【南側】（東から）法台院下島線、馬渕一丁目黒金町線、国道１号、西門町

新富町線 

    【西側】（南から）藤枝静岡線、呉服町通線、金座町馬場町１号線、井川湖

御幸線、浅間神社前線、宮ヶ崎町と片羽町の町境 
    
   ●区域に含まれる町丁目は、次のとおりである。 

追手町 紺屋町 本通六丁目（一部） 

城内町 昭和町 新通一丁目 

駿府町 常磐町一丁目 中町 

駿府公園 常磐町二丁目 馬場町（一部） 

西草深町 常磐町三丁目 富士見町 

鷹匠一丁目 西門町 金座町（一部） 

鷹匠二丁目 駿河町 車町（一部） 

鷹匠三丁目（一部） 人宿町一丁目 八千代町（一部） 

伝馬町 人宿町二丁目 宮ヶ崎町（一部） 

栄町 上石町 安倍町（一部） 

御幸町 梅屋町 南町 

黒金町（一部） 駒形通一丁目 泉町（一部） 

呉服町一丁目 本通一丁目（一部） 稲川一丁目 

呉服町二丁目 本通二丁目（一部） 稲川二丁目 

両替町一丁目 本通三丁目（一部） 森下町 

両替町二丁目 本通四丁目（一部） 八幡一丁目（一部） 

七間町 本通五丁目（一部） 八幡二丁目（一部） 
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伊勢丹 

静岡市役所 
静岡庁舎 

PARCO 

ﾊ゚ ﾙｼｪ 

静岡県庁 

静岡駅 

新静岡駅 

日吉町駅 

新静岡ｾﾉﾊ゙  

葵ﾀﾜー  

葵ﾀﾜー  

呉服町ﾀﾜー  

駿府城公園 

静岡浅間神社 

109 

松坂屋 

丸井 

常盤公園 

  

市立静岡病院 ■ 

■ 市中央体育館 

■ 市民文化会館 

■ 県社会福祉会館 

静岡赤十字病院 ■ 

■ 

静岡市役所静岡庁舎 
葵区役所 

新静岡駅 

■ ペガサート 

■ 新静岡セノバ 

■ 静岡中央郵便局 
音楽館 AOI 

静岡駅 

■ 

静岡科学館「るくる」 

静岡家庭裁判所 
■ 

静岡県庁 
■ 

■ 文化財資料館 

■ 市観光 
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

      ■ 

県警察本部 

静岡地方 
検察庁・法務局 

■ 

静岡税務署 ■ 

■ 葵ﾀﾜｰ 
静岡市美術館 

駿府城公園 
■ 

県教育会館 ■ 

  

■ 

伝馬町小学校 

■ 葵小学校 

■ 森下小学校 

■ 城内中学校 

静岡大附属 
小・中学校 

■ 

静岡英和女学院 ■ 
中・高等学校  

■ 
森下公園 

静岡浅間神社 

静岡雙葉学園 ■ 
中・高等学校  

日吉町駅 

■ 

常磐公園 

静岡商工会議所 ■ 

■ 

伊勢丹 

■ 

PARCO 

■109 

パルシェ■ 

静岡デザイン 
専門学校 

■ 

■日吉町保育園 

音羽駅 

春日町駅 
麻
機
街
道

 

紅葉山庭園 
■ 

東御門 
■ 

巽櫓 
■ 

■ 

 

西草深町 

宮ヶ崎町 

安倍町 

八千代町 

馬場町 

車町 

富士見町 

中町 

追手町 

城内町 

駿府町 鷹匠三丁目 

鷹匠二丁目 

鷹匠一丁目 

相生町 

伝馬町 

御幸町 

黒金町 

呉服町二丁目 

本通二丁目 

本通三丁目 

本通四丁目 

本通五丁目 

本通六丁目 

両替町一丁目 

両替町二丁目 

上石町 

梅屋町 

新通一丁目 

駒形通一丁目 

常磐町一丁目 

常磐町二丁目 

常磐町三丁目 

七間町 

西門町 

昭和町 

紺屋町 

泉町 

稲川一丁目 

稲川二丁目 

南町 

森下町 

栄町 

八幡二丁目 

八幡一丁目 

人宿町一丁目 

人宿町二丁目 

駿河町 

横田町 

日出町 

水落町 

東草深町 

呉服町一丁目 
本通一丁目 

静岡中央調理製菓専門校 
■ 

市中央福祉センター 

静岡聖母幼稚園 

■ 静岡大成 
 中・高等学校 

【
静
岡
地
区
区
域
図
】

 

静岡中央警察署 

 呉服町タワー ■ 

■丸井 

■松坂屋 
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静岡地方裁判所 

■ 
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② 清水地区                                
 
●次の主要拠点・エリアを含む区域とする。 

    ・清水駅、新清水駅 

    ・清水港ウォーターフロント（河岸の市周辺～日の出地区） 

    ・清水駅西口の商店街等が集積するエリア 

    ・静岡駅東口の文化・福祉施設等が集積するエリア 

    ・次郎長通り周辺 

    ・巴川周辺 
  

●区域の境は、次の道路・町境等である。 

【北側】（西から）本郷町１号線、辻一丁目４号線、辻一丁目８号線、Ｊ

Ｒ電車線路、袖師町 24 号線 

【東側】（北から）袖師臨港道路、清水港（魚市場）、袖師臨港道路、清水

港（ヨット係留所、物揚場、日の出ふ頭等） 

【南側】（東から）国道 149 号、港町二丁目１号線、港町二丁目築地町２

号線、築地町２号線、巴川、日ノ出町押切線 

【西側】（南から）八千代町清水町線、美濃輪町と八千代町の町境、美濃

輪町と清水町の町境、清水町２号線、清水富士見線、港橋右岸線、

上一丁目千歳町４号線、巴川右岸、入江一丁目１号線、入江一丁

目２号線、清水富士見線、江尻町９号線、江尻町 11 号線、江尻

町 10 号線、江尻東二丁目４号線、入江一丁目江尻東三丁目線、

江尻東一丁目二丁目２号線、本郷町辻二丁目線 
 
   ●区域に含まれる町丁目は、次のとおり。 

相生町 江尻東三丁目（一部） 港町二丁目（一部） 

旭町 銀座 美濃輪町 

島崎町（一部） 本郷町（一部） 日の出（一部） 

真砂町 清水町（一部） 築地町（一部） 

辻一丁目（一部） 新港町（一部） 富士見町 

巴町 万世町一丁目 入船町 

江尻町（一部） 万世町二丁目 松原町 

江尻東一丁目（一部） 松井町（一部） 袖師（一部） 

江尻東二丁目（一部） 港町一丁目  
 

※区域には二級河川「巴川」の一部が含まれており、同河川上には、入江

一丁目、千歳町、上一丁目、上二丁目、本町の５町の一部が含まれるが、

〝水の上〟であるため、事業所・居住者等は当然存在せず、社会・経済

活動は一切行われていない。よって、厳密には同５町も計画区域に含ま

れてはいるが、清水地区の活性化に向けた事業を重点的に実施する区域

であることを明確にするため、同５町は含めず扱うこととする。 
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■ 入江岡駅 

■ 清水文化会館「マリナート」 

■ 河岸の市 

■ 静岡市役所清水庁舎 
清水区役所 

■ 清水マリンターミナル 

   ■ 
清水マリンパーク 

エスパルスドリームプラザ 
■ 

■ 県清水港管理局 

港湾会館清水日の出センター 

清水税関支署 

■ 

静岡市清水市民活動センター 

清水海運支局 
清水海上保安部 
清水公共職業安定所 
静岡地方法務局清水出張所 

■ 静岡市清水産業・情報プラザ 
静岡商工会議所 

清水港船宿記念館「末廣」 
            ■ 

■ 

次郎長生家 

■ 新清水駅 

介護老人福祉施設「巴の園」 
■ 

島崎町公園 ■ 

フェルケール博物館 
■ 

■ 

■ 

清水港 

袖師 

辻一丁目 

辻二丁目 

本郷町 

江尻東一丁目 

江尻東二丁目 

真砂町 

江尻東三丁目 

江尻町 

銀座 

入江一丁目 

千歳町 

巴町 

相生町 

島崎町 

旭町 

新港町 

万世町二丁目 

万世町一丁目 

上一丁目 

上二丁目 

本町 

清水町 

美濃輪町 

松井町 

築地町 

入船町 
富士見町 

港町一丁目 

港町二丁目 

日の出町 

こどもクリエイティブタウン ■ 
「ま・あ・る」 

 

■ 

■ 

国道１号 

■ 清水駅 

清水駅東口駐車場 

■ 入江岡駅 

市東部勤労者福祉センター「清水テルサ」 
清水中央子育て支援センター 

【清水地区区域図】 
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２-３ 中心市街地要件に適合していることの説明 

２地区が中心市街地の要件（中心市街地の活性化に関する法律第２条で定める「中心市街

地の要件」第１号～第３号）に適合する根拠は、次のとおり。 
 

要件 説明 
 
【第１号要件】 

当 該 市 街 地

に、相当数の小

売商業者が集積

し、及び都市機

能が相当程度集

積しており、そ

の存在している

市町村の中心と

しての役割を果

たしている市街

地であること 

 
① 面積の状況                        

第１号要件である小売商業・都市機能の集積状況等を捉える前

に、市全域・２地区一体の面積の状況を確認する。 

全国で５番目に広大な面積を有する静岡市では、市全域に占め

る中心市街地の面積は僅か0.2％に過ぎず、また市街化区域に占

める割合も3.6％に過ぎない。合併の経緯を踏まえ、旧２市の市

街化区域に占める各地区の割合で見ても、静岡地区で旧静岡市市

街化区域の3.9％、清水地区で旧清水市市街化区域の3.5％に過ぎ

ない。 

【中心市街地面積】 

区域 面積 割合 

２地区一体 370ha 
0.2％ （対市全域面積 141,193ha） 

3.6％ （対市全域市街化区域 10,403ha） 

静岡地区 240ha 
0.2％ （対旧静岡市面積 114,631ha） 

3.9％ （対旧静岡市市街化区域 6,122ha） 

清水地区 130ha 
0.6％ （対旧清水市 22,787ha） 

3.5％ （対旧清水市市街化区域 3,767ha） 

出典：Ｈ25.6.1 静市第 397号都市計画決定 

 

② 要件「小売商業者の集積」、静岡地区における商業機能の優位性                

市全域に占める２地区小売商業集積率は、約20％である。特に

〝商都〟と称される静岡地区においては、店舗数・売場面積・従

業員数・商品販売額の各項目で15～20％程度を占め、地区面積

の小ささにしては高い集積率を保持している。 

合併の経緯を踏まえ、旧２市域に占める割合を見ると、静岡地

区が概ね25％前後、清水地区が概ね10～15％程度を占めてお

り、２地区とも相当数の小売商業の集積が図られていると言える。 

特に静岡地区について、同じ静岡県内の政令指定都市で認定基

本計画を有する浜松市（平成27年１月認定 人口81万人 中心市

街地区域220ha）と比較した場合、浜松市中心市街地の小売店舗

集積数・率は490件・9.7%であり、静岡地区単独で浜松市中心

市街地の1.5倍程度の集積数・率を保持している。 

以上のように、特に静岡地区においては、商業機能に優位性を

有すると言える。 
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【中心市街地への小売商業の集積状況】 

項目 区域 Ｈ24 集積率 

小売商業

店舗数 

２地区一体 1,062 件 20.4％ （対市全域 5,218 件） 

静岡地区 823 件 
15.8％ （対市全域 5,218 件） 

23.9％ （対旧静岡市 3,449 件） 

清水地区 239 件 
4.6％ （対市全域 5,218 件） 

15.0％ （対旧清水市 1,595 件） 

小売商業

売場面積 

２地区一体 163,646 ㎡ 22.0％ （対市全域 744,185 ㎡） 

静岡地区 141,186 ㎡ 
19.0％ （対市全域 744,185 ㎡） 

27.7％ （対旧静岡市 509,022 ㎡） 

清水地区 22,460 ㎡ 
3.0％ （対市全域 744,185 ㎡） 

10.1％ （対旧清水市 223,197 ㎡） 

小売商業

従業者数 

２地区一体 6,316 人 18.8％ （対市全域 33,672 人） 

静岡地区 5,337 人 
15.9％ （対市全域 33,672 人） 

22.7％ （対旧静岡市 23,499 人） 

清水地区 979 人 
2.9％ （対市全域 33,672 人） 

10.4％ （対旧清水市 9,450 人） 

小売商業

年間商品

販売額 

２地区一体 1,392 億円 21.6％ （対市全域 6,433 億円） 

静岡地区 1,238 億円 
19.3％ （対市全域 6,433 億円） 

26.2％ （対旧静岡市 4,721 億円） 

清水地区 154 億円 
2.4％ （対市全域 6,433 億円） 

9.5％ （対旧清水市 1,625 億円） 

出典：Ｈ24「経済センサス-活動調査」 

③ 要件「都市機能の集積」                   

１-５「中心市街地の状況」記載のとおり、２地区ともに、官公

庁、文化・スポーツ、医療・福祉、交通等多様な機能が面的に立

地・集積し、生活利便性・広域集客性の高い場所となっている。 

【静岡地区都市機能】 

種別 施設名 

官公庁 

静岡市役所静岡庁舎・葵区役所、追手町消防署、静岡県庁、静岡県

警察本部、静岡中央警察署、静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所、静

岡地方検察庁、静岡地方法務局、静岡税務署、静岡労働局 ほか 

文化・ 

スポーツ 

施設 

静岡市美術館、静岡市民文化会館、静岡音楽館ＡＯＩ、静岡市民ｷﾞｬ

ﾗﾘｰ、静岡科学館「る・く・る」、静岡市中央体育館、駿府城公園（東

御門、紅葉山庭園、巽櫓、坤櫓等）、常磐公園、森下公園、青葉緑地、

青葉ｲﾍﾞﾝﾄ広場（葵ｽｸｴｱ） ほか 

医療・ 

福祉施設 

市立静岡病院、静岡赤十字病院、医師会健診ｾﾝﾀｰ MEDIO、城東保健

福祉ｴﾘｱ、中央子育て支援ｾﾝﾀｰ、県総合社会福祉会館、市中央福祉ｾﾝ

ﾀｰ、青少年研修ｾﾝﾀｰ、日吉町保育園 ほか 

教育施設 

静岡大付属小学校・中学校、伝馬町小学校、葵小学校、森下小学校、

城内中学校、静岡英和女学院高等学校・中学校、静岡大成中学校・

高等学校、静岡雙葉中学校・高等学校、静岡聖母幼稚園、中央調理

製菓専門学校静岡校、静岡ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校、御幸町図書館、静岡県

教育会館 ほか 

交通拠点 

ＪＲ静岡駅、静岡鉄道新静岡駅・日吉町駅、静岡駅北口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、

静岡駅南口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、新静岡ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、中町ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、静岡駅北口

地下駐車場「ｴｷﾊﾟ」 ほか 

その他 

静岡商工会議所静岡事務所、静岡市まちづくり公社、静岡市観光ｺﾝﾍﾞ

ﾝｼｮﾝ協会、静岡市産学交流ｾﾝﾀｰ「B-nest」、静岡市創業者支援ｾﾝﾀｰ

「SOHO しずおか」、静岡市ｸﾘｴｰﾀｰ支援ｾﾝﾀｰ、静岡中央郵便局 ほか 
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【清水地区都市機能】 

種別 施設名 

官公庁 

静岡市役所清水庁舎・清水区役所、静岡県清水港管理局、静岡地方法

務局清水出張所、清水税関支署、清水公共職業安定所、清水社会保険

事務所、清水海運支局、清水海上保安部 ほか 

文化・ 

体育施設 

清水文化会館「ﾏﾘﾅｰﾄ」、こどもｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾀｳﾝ「ま･あ･る」、市清水市民活

動ｾﾝﾀｰ、ﾌｪﾙｹｰﾙ博物館、次郎長生家、清水港船宿記念館「末廣」 ほか 

医療・ 

福祉施設 

市東部勤労者福祉ｾﾝﾀｰ「清水ﾃﾙｻ」、清水中央子育て支援ｾﾝﾀｰ、介護老

人福祉施設巴の園 ほか 

交通拠点 
ＪＲ清水駅、静岡鉄道新清水駅、清水駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、静岡市清水駅

東口駐車場、駿河湾ﾌｪﾘｰ清水港乗り場、江尻水上ﾊﾞｽ乗り場 ほか 

その他 静岡市清水産業・情報ﾌﾟﾗｻﾞ、静岡商工会議所清水事務所 ほか 

 

④ 静岡地区における業務機能の優位性              

市全域に占める静岡地区の全事業所の集積率は15％、全従業員

の集積率は20％に及ぶ。公務を除く民営事業所においても、ほぼ

同水準で集積が図られている。 

また、同じ静岡県内の政令指定都市で認定基本計画を有する浜

松市（平成27年１月認定 人口81万人 中心市街地区域220ha）

と比較した場合、浜松市中心市街地の民営事業所数は3,786件、

民営従業員数は43,019人であり、静岡地区単独で浜松市の1.5

倍の事業所・従業員が立地・従事している。 

以上のように、静岡地区は業務機能に優位性を有すると言える。 

【静岡地区 業務機能の集積状況】 

Ｈ21 静岡地区 集積率 

全事業所数 
（民営＋公務） 

5,824 件 
15％ 
22％ 

（対市全域 39,602 件） 
（対旧静岡市 26,835 件） 

全従業員数 
（民営＋公務） 

75,810 人 
20％ 
29％ 

（対市全域 385,943 人） 
（対旧静岡市 265,186 人） 

出典：Ｈ21「経済センサス-基礎調査」 

Ｈ24 静岡地区 集積率 

民  営 
事業所数 

5,509 件 
15％ 
22％ 

（対市全域 36,579 件） 
（対旧静岡市 24,869 件） 

民  営 
従業員数 

64,269 人 
19％ 
27％ 

（対市全域  345,035 人） 
（対旧静岡市 236,654 人） 

出典：Ｈ24「経済センサス-活動調査」 

⑤ 清水地区における観光機能の優位性             

市全域に占める２地区の観光レクリエーション客数の集積率

は、44％に及ぶ。２地区とも観光機能の集積が図られていると言

えるが、特に清水地区の集積率は26％と高く、清水地区は観光機

能に優位性を有すると言える。 

【観光機能の集積状況】 

項目 区域 Ｈ26 集積率 

観光 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ客数 

２地区一体 1,077 万人 44％ 
市全域 
2,455 万人 

静岡地区 431 万人 17％ 

清水地区 646 万人 26％ 

出典：Ｈ26静岡市「観光交流客数調査」 
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 ⑥ 清水地区における物流機能の優位性            

清水地区を区域に含む清水港の輸送量は、市全域の12％に及

ぶ。鉄道貨物駅や２つの高速道路を有し、輸送総量が大きい静岡

市においても、清水港は高い物流機能を有すると言える。 

また清水港の経済効果として、年間輸出額は1.7兆円であり、

市内総生産3.1兆円の52％を占める。また産業連関表を用いた波

及効果として、約4,100億円の粗付加価値と8.2万人の雇用創出

効果が見込まれ、それぞれ市内総生産の13％、市内就業者36万

人の23％を占める。 

清水港の物流機能は、単に「物を運ぶ」だけでなく、地域経済

を支え、牽引している状況にあることから、清水地区は物流機能

に優位性を有すると言える。 

【物流機能の集積状況】 

 清水港 集積率 

輸送量 506 万トン 12％ 市全域 4,361 万トン（推計） 

出典：清水港輸送量は、第 12回静岡市統計書 

市全域輸送量は、静岡県「貨物地域流動調査」及びＨ24「経済センサス-活動調査」の運輸・郵

便業を基に推計 
 

 清水港 集積率 

輸出額 1.7 兆円（Ｈ25） 52％ 市内総生産 
3.1 兆円（Ｈ22） 粗付加価値 4,100 億円 13％ 

雇用創出効果 8.2 万人 23％ 
市内就業者 
36 万人（Ｈ22） 

出典：「輸出額」は、第 12回静岡市統計書 

「粗付加価値」「雇用創出効果」は、国土交通省中部地方整備局清水港湾事務所「清水港の経

済効果」 

 

 

以上のように、２地区とも市全域に占める面積は僅かではある

が、上記②・③のとおり、相当数の小売商業・都市機能が集積し

ており、静岡市の中心としての役割を果たしている。 

また②～⑥のとおり、静岡地区においては駿府城下町を基礎と

した「商業」「業務」、清水地区においては清水港を基礎とした「観

光」「物流」の各機能に、それぞれ優位性を有している。静岡地区・

清水地区は、各地区の歴史・文化・地勢等に由来する特徴によっ

て性格・機能は異なるが、静岡市の市民生活・経済発展を牽引す

る優位性をそれぞれが有し、同等に中心性がある（※１）。 
 
※１「同等に中心性がある」とは 
中心市街地とは、文字どおり「まちの中心地」であるが、静岡地区・清
水地区のいずれかが副次的拠点という位置付けではなく、２地区いずれ
もが、たとえ拠点の性格・機能は異なることがあったとしても、同等に
まちの中心である、との意 
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【第２号要件】 

当該市街地の

土地利用及び商

業活動の状況等

からみて、機能

的な都市活動の

確保又は経済活

力の維持に支障

を生じ、又は生

ずるおそれがあ

ると認められる

市街地であるこ

と 

 
 ① 静岡地区                        

 １-５-（１）「静岡地区の状況」で記載のとおり、静岡地区にお

ける都市活動・経済活力は、次のような状況にある。 

【人口】居住人口は増加傾向にあるが、高齢化が進展し、１世帯

あたりの人数は減少している 

【産業】事業所数は減少傾向にあり、従業員数も伸び悩んでいる 

【商業】小売店舗数・従業者数・年間販売額・売場面積は減少傾

向にある。主な商店街の店舗数は減少傾向、空き店舗数

は増加傾向にある 

【観光】観光客数は伸び悩みの状況にある 

【回遊】歩行者通行量は長期的に減少傾向にある 

【土地】地価は増減を繰り返しつつ、ここ数年は減少傾向にある 

【交通】ＪＲ静岡駅乗車人員、静鉄新静岡駅乗降客数は、伸び悩

みの状況にある 

以上のように、土地利用及び商業活動の状況等からみて、静岡

地区における機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障

を生じ、又は生ずるおそれがある状況にある。 

 

② 清水地区                         

 １-５-（２）「清水地区の状況」で記載のとおり、清水地区にお

ける都市活動・経済活力は、次のような状況にある。 

【人口】居住人口の下落傾向は底を打った感はあるが、伸び悩み

の状況にある。高齢化が進展し、生産年齢人口が減少傾

向にある。１世帯あたりの人数は減少している 

【産業】事業所数・従業員数とも大きく減少傾向にある 

【商業】小売店舗数・従業者数・年間販売額・売場面積は大きく

減少にある。主な商店街の空き店舗数が増加している 

【観光】観光客数は、長期的には減少傾向にあるが、底を打った

感はある 

【回遊】歩行者通行量は長期的に大きく減少傾向にある 

【土地】地価は減少傾向にある 

【交通】ＪＲ清水駅乗車人員、静鉄新清水駅乗降客数は、長期的

にはやや減少傾向にある 

以上のように、土地利用及び商業活動の状況等からみて、清水

地区における機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障

を生じ、又は生ずるおそれがある状況にある。 
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【第３号要件】 

当該市街地に

おける都市機能

の増進及び経済

活力の向上を総

合的かつ一体的

に推進すること

が、当該市街地

の存在する市町

村及びその周辺

の地域の発展に

とって有効かつ

適切であると認

められること 

 
１-３「上位・関連計画との関連」記載のとおり、静岡市の総

合計画や都市計画マスタープラン等において、中心市街地の活性

化施策を推進することで、市全体の活性化や周辺市町へも効果が

波及するよう、次の方針を定めている。 

 

（１）第３次静岡市総合計画（Ｈ27～Ｈ34） 

 ①観光・交流分野「本市の賑わいと交流の拠点である、静岡・

清水両地区中心市街地のそれぞれの魅力、個性を活かした活

性化を推進し、連携を図ることで、相乗効果を生み出し、市

域全体の活性化を図ります。」 

②都市・交通分野「静岡・清水両都心、東静岡副都心は、商業、

業務、医療、情報などの都市機能を持ち、今後も静岡県中部

地域の中枢機能を担いつつ、コンパクトシティの核としての

役割を果たしていくことが求められています。」 

 

（２）都市計画マスタープラン（Ｈ18～） 

都市整備の基本理念「市全体の均衡ある発展と都市機能の向

上を目指し、都市機能を役割分担する複数の都市拠点を形成

して、交流の盛んな活力あるまちづくりを目指します。」 

※静岡市は現在、新たな都市計画マスタープランを策定中 

 

 


